
 

 

 相続税の計算の注意点「債務控除編」  

 
 
 平成 25年度税制改正により、「遺産に係る基礎控除
額」が引き下げられたため、相続税が課税される割合が
全国的にみて 4％から 6％に上がると 込まれ、今まで
相続税と無関係だった方も相続税の納税義務者となる可
能性が出てきました。 
そもそも相続税は、財産を持っていれば必ず課税され
るものではありません。相続税は基本的には、「遺産総
額＜債務控除額＋基礎控除額」の場合には、相続税は課
税されません。 
しかし、相続税の計算構造の関係上、相続人が複数人
いる場合、財産及び債務の相続の状況により相続税が発
生してしまうケースがあります。 
 
 
（内容） 
 相続税を計算するときに、被相続人が残した借  
などの債務を遺産総額から差し引くことができます。た
だし、債務ならば、すべての債務が控除の対象となるわ
けではありません。遺産総額から差し引くことができる
債務は、被相続人が死亡したときに確実と認められるも
のに限定されます。また、葬式費用についても債務では
ありませんが、遺産総額から差し引くことができます。 
（計算上の取り扱い） 
 相続税の計算上、債務控除を うのは、各相続人の
相続税の課税価格の計算を う時です。ここでご注意い
ただきたいことは、特定の相続人が多額の債務を負担
し、財産から債務を控除した 額がマイナスになって
も、その相続人の相続税の課税価格は、ゼロ円となるこ
とです。 
・相続税の計算手順 
 第一段階 ←債務控除はここで控除 

各相続人の相続税の課税価格の計算 
第二段階  
相続人全員の相続税の総額及び各相続人の 
算出相続税額の計算 

 第三段階  
各相続人の納付すべき相続税額の計算 

・具体例 
遺産総額 15,000 万円、債務控除 12,000 万円、
相続人 ３名（Ａ・Ｂ・Ｃ）、基礎控除 4,800 万円 
（ケース１）相続人が債務を均等に負担した場合 

（単位：万円） 
  Ａ Ｂ Ｃ 合計額
財産の価額 5,000 5,000 5,000 15,000
債務控除額 4,000 4,000 4,000 12,000
課税価格 1,000 1,000 1,000 3,000
（ケース２）Ａのみが債務を負担した場合 

（単位：万円）
  Ａ Ｂ Ｃ 合計額
財産の価額 5,000 5,000 5,000 15,000
債務控除額 12,000 0 0 12,000
課税価格 0 5,000 5,000 10,000
  
 
 
相続税は、財産や債務の 額が同じでも、財産・債務
の内容や遺産分割協議の状況により、計算結果が異なり
ます。「遺産総額＜債務控除額＋基礎控除額」だからと
言って、「うちは相続税がかからないから大丈夫」とい
う先入観を捨てることは大事なことです。相続税の大増
税時代に入り、約 1年が経過しました。まだ、相続発 
前であっても事前に専門家へ相談をすることが、円満な
相続への近道となります。いざ始まらないと実感しない
のが相続でもあると思いますので、まずは、家族内で話
し合っていくことからはじめてみてはいかがでしょう
か。 
 
（今回のレポートは、「債務控除」の取り扱いを焦点あ
てたため、その他の用語の説明については、割愛をさせ
ていただきました。） 

（文責：岡本） 
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